
「はぐ」と「ファミサポ」の違い 

[共通点] 

・墨田区が運営を委託している、墨田区民向けの育児支援サービスです。 

・「サポーター」が原則一対一でお子さんの保育をします。 

サポーターは、20 歳以上の墨田区民で、指定の講習（保育理論、普通救命講習等）を受講した方です。 

・「登録」の際は、まずは「はぐ」・「ファミサポ」それぞれの事務局へお電話ください。登録方法についてご相談

をお受けします。 

・事務局受付時間に電話できない場合は、子育て支援総合センター専用相談メール（KOSODATESODAN`＠

city.sumida.lg.jp）へご連絡ください。あらためて、「はぐ」「ファミサポ」事務局よりご連絡いたします。 

[相違点] 

名称 子育て支援ネット「はぐ」 

（通称：はぐ） 

すみだファミリー・サポート・センター 

（通称：ファミサポ） 

事務局 

（委託先） 

NPO 法人 病児保育を作る会 

東向島 1-10-17 

03-3616-1727 

(受付時間 ７時～20 時) 

社会福祉協議会 

亀沢 3-20-11 関根ビル 4 階 

03-5608-2020 

(受付時間 平日 ９時～17 時) 

対象年齢 産まれてすぐ～小学校６年生 

（サービスによって異なります） 

生後 43 日～小学校６年生 

（６か月未満は保護者宅のみ同席必要） 

登録  

 

事務局職員がお宅に訪問して、登録を行います。 

 

ファミサポ事務局または子育てひろばでの出

張登録会にて登録。 

事情がある場合には、事務局職員がお宅に訪問いたし

ます。（要相談）。 

※年度ごとに登録の更新が必要です。 

登録料 1,000 円（一度登録した後は、きょうだいが増えても 

登録料はかかりません） 

無料 

利用可能日 月～土曜日 

（日曜・祝日・年末年始は除きます） 

原則 365 日可能 

（サポート会員の都合が OK の場合） 

利用可能時

間 

最大、午前５時～午後 11 時 

（サービスによって異なります） 

原則、午前７時～午後７時 

（上記以外の時間帯は要相談。宿泊は不可） 

利用料金 １時間あたり 500～1,100 円 

（サービスや時間帯によって異なります） 

１時間あたり 800～1,000 円 

（曜日や時間帯によって異なります） 

利用要件 ① 保護者の体調不良、通院等 

② 子どもが病気の回復期にあるとき 

③ 冠婚葬祭、親族の看護などの急な所用 

④ きょうだいが療育施設に通うとき   など 

理由は問いません 

（ただし、お子さんが病気の時や 

 病気の回復期は利用できません） 

サポーター

名称 

区が養成・認定した「子育てサポーター」「病後児

サポーター」 

指定の講習を受けて登録した 

「サポート会員」 

担当サポー

ター 

利用する日によって 

担当するサポーターが変わります 

事前に顔合わせをした１～２名の 

同じサポート会員が担当します 

特徴 短期、単発 定期的、継続 

※裏面に、【よくある利用例】をまとめてありますので、そちらもご覧ください。 

    令和５年 10 月現在 

 



【よくある利用例】 

名称 子育て支援ネット「はぐ」 

（通称：はぐ） 

すみだファミリー・サポート・センター 

（通称：ファミサポ） 

利用者の

声 

明日、明後日にでも、すぐ、短期間、 

利用したい！ 

継続して、同じサポート会員さんにお願いし

たい！ 

事例１ 歯医者に通院したいので、その間、子どもを見て

いてほしい。 

（在宅子育てママ救急ショートサポート） 

毎週〇曜日は保育園のお迎えに間に合わない

ので、サポート会員さんにお迎えをしてもら

いたい。 

事例２ 子どもが病気の治りかけで保育園に行けないの

で、家で見ていてほしい。 

（病後児保育） 

出かける用事ができてしまったので、その

間、子どもを見ていてほしい。 

事例３ 家族を病院に連れていきたいので、その間、子ど

もを見ていてほしい。 

（緊急預かり） 

小学生の子を学童クラブまで迎えに行っても

らい、保護者が帰るまで、サポート会員さん

宅で見ていてほしい。 

事例４ 上の子をみつばち園に通所させている間、下の子

を見ていてほしい。 

（緊急預かり） 

上の子の保護者会に行きたいので、その間、

下の子を自宅で見ていてほしい。 

 

 

【お問い合わせ先】 

〇子育て支援ネット「はぐ」  

住所：墨田区東向島 1-10-17        

電話：03-3616-1727 

E ﾒｰﾙ：byoujihoiku＠oboe.ocn.ne.jp 

〇すみだファミリー・サポート・センター   

住所：墨田区亀沢 3-20-11 関根ビル 4 階   

電話：03-5608-2020 

〇墨田区子育て支援総合センター       

住所：墨田区京島 1-35-9 マーク・ゼロワン 103   

電話：03-5630-6351 

E ﾒｰﾙ：KOSODATESOGOCENT＠city.sumida.lg.jp 

 


